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今
回
の
料
金
改
定
は
、
主
に
経
常
的

な
赤
字
体
質
の
改
善
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
改
定
に
よ
っ
て
、
水
道
事
業
基

本
計
画
に
基
づ
く
、
平
成
30
年
度
ま
で

の
緊
急
性
の
高
い
事
業
等
は
計
画
的
に

実
施
で
き
ま
す
が
、
水
道
施
設
の
老
朽

化
や
耐
震
化
対
策
に
要
す
る
費
用
の
確

保
ま
で
は
難
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
今
後
は
、
水
道
料
金
を

定
期
的
に
見
直
し
て
い
き
ま
す
。

４
月
（
６
月
請
求
分
）
か
ら

水
道
料
金
を
改
定
し
ま
す

　水道施設（簡易水道、飲料水供給施設を除く。）
の耐震化状況は、平成 26 年３月 31 日現在で
次のとおりです。

▼配水池（７池）
　すべて耐震性能を満たしています。
▼基幹管路（導水管・送水管・配水本管）
　耐震化率　５．７％
▼浄水施設　
　耐震性能確認をしていません。

水道施設の耐震化状況

料
金
改
定
の
目
的

　
水
道
事
業
は
、
平
成
19
年
４
月
に
各

地
域
の
水
道
料
金
を
統
一
し
、
平
成
21

年
４
月
に
は
簡
易
水
道
特
別
会
計
を
上

水
道
会
計
に
統
合
す
る
な
ど
効
率
的
な

運
営
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
広
報
12
月
号
で
お
知
ら
せ

し
ま
し
た
と
お
り
、
給
水
原
価
（
生
産

コ
ス
ト
）
が
供
給
単
価
（
販
売
価
格
）

を
上
回
る
と
い
う
赤
字
体
質
に
あ
り
、

経
営
改
善
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、水
道
施
設
の
老
朽
化
に
よ
り
、

維
持
管
理
費
や
修
繕
費
が
こ
れ
ま
で
以

上
に
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ま
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
で

あ
る
水
道
を
守
り
、
安
全
な
水
を
安
定

供
給
す
る
た
め
、
水
道
料
金
収
入
が
約

22
・
３
％
増
収
と
な
る
料
金
改
定
を
平

成
27
年
４
月
に
実
施
し
ま
す
。

水
道
施
設
の
経
営
状
況

①
口
径
別
料
金
の
採
用

　
水
道
メ
ー
タ
ー
の
口
径
（
給
水
管
の

呼
び
径
）
で
基
本
料
金
が
変
わ
る
口
径

別
料
金
と
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
水
道
施

設
の
規
模
が
最
も
多
く
使
わ
れ
る
と
き

の
水
の
量
で
決
ま
る
た
め
、
一
度
に
多

く
の
水
を
使
え
る
大
き
い
口
径
ほ
ど
費

用
の
負
担
を
高
く
す
る
も
の
で
す
。

料
金
改
定
の
ポ
イ
ン
ト

②
基
本
水
量
の
変
更

　
以
前
は
、
公
衆
衛
生
上
、
水
道
の
利

用
促
進
を
目
的
に
一
定
水
量
ま
で
の
料

金
を
定
額
と
し
て
い
ま
し
た
。近
年
は
、

節
水
意
識
の
向
上
と
公
平
性
の
観
点
か

ら
基
本
水
量
の
な
い
水
道
事
業
体
が
増

え
て
い
ま
す
。

　
水
道
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
と
水

道
水
の
使
用
実
態
な
ど
か
ら
、
基
本
水

量
を
20
㎥
か
ら
10
㎥
に
変
更
し
ま
す
。

（
20
㎥
か
ら
10
㎥
へ
）

（円）
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販
売
価
格

生
産
コ
ス
ト

水道水１㎥あたりの
販売価格と生産コスト 赤

字
の
原
因

上
下
水
道
課

　

（
２
２
）
９
０
３
７
（
水
道
）

　

（
２
２
）
９
０
１
１
（
下
水
道
）

【改定後】
口径 基本水量 基本料金

１３ｍｍ

１０㎥まで

１，３００円
２０ｍｍ １，４００円
２５ｍｍ ２，３００円
３０ｍｍ ３，６００円
４０ｍｍ ６，６００円
５０ｍｍ １０，０００円
７５ｍｍ ２５，０００円
１００ｍｍ ４６，０００円

基 本 料 金

超 過 料 金

水
道
料
金
は
ど
う
な
る
の
？
　

【現行】
基本水量 基本料金

２０㎥まで １，６００円

【現行】

超過水量 超過料金
（１㎥につき）

20㎥まで（基本料金に含む） ー
20㎥を超え 60㎥まで ８０円
60㎥を越え 140㎥まで ９０円
140㎥を越え 200㎥まで １００円
200㎥を越え 500㎥まで １２０円
500㎥を越え 1000㎥まで １４０円
1000㎥を越え 1500㎥まで １６０円
1500㎥を超える分 １８０円

【改定後】

超過水量 超過料金
（１㎥につき）

10㎥まで（基本料金に含む） ー
10㎥を超え 30㎥まで ９０円
30㎥を越え 100㎥まで １００円
100㎥を越え 200㎥まで １３０円
200㎥を越え 500㎥まで １５０円
500㎥を越える分 １７０円

公
共
下
水
道
事
業
の

受
益
者
分
担
金（
負
担
金
）

を
統
一
し
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
合
併
前
の
区
域
に
よ
り

異
な
っ
て
い
た
単
位
分
担
金
（
負
担

金
）
の
額
を
、
平
成
27
年
４
月
１
日

か
ら
次
の
と
お
り
統
一
し
ま
す
。

  

現　
行 

　
○
１
㎡
当
た
り
の
単
価

　
　
　
３
０
０
円 

～ 

４
０
０
円

　
○
公
共
汚
水
桝
１
基

　
　
　
20
万
円

  

改
正
後

　
○
１
㎡
当
た
り
の
単
価

　
　
　
３
５
０
円　
　

　　
４
月
１
日
以
降
に
賦
課
す
る
土
地

に
改
正
後
の
金
額
を
適
用
し
ま
す
。

既
に
徴
収
猶
予
を
し
て
い
る
土
地
は

現
行
（
改
正
前
）
の
ま
ま
で
す
。

　
減
免
基
準
、
徴
収
猶
予
基
準
の
改

正
も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

口径 13 ｍｍの使用者が次のケース
で水道水を使用した場合の料金を比
較しました。（２か月、消費税込）

使用
水量

現行の
料金

改定後の
料金

１０㎥ １，７２０円 １，４００円
２０㎥ １，７２０円 ２，３７０円
３０㎥ ２，５９０円 ３，３４０円
４０㎥ ３，４５０円 ４，４２０円
５０㎥ ４，３２０円 ５，５００円

例えば・・・
　口径 13ｍｍの使用者が、
　　50㎥の水道水を使用した場合

（基本料金） １，３００円
（超過料金 11 ～ 30㎥）　
　　90 円× 20㎥　＝ １，８００円

（超過料金 31 ～ 50㎥）
　  100 円× 20㎥　＝ ２，０００円
　　　　　　　　　計 ５，１００円
消費税（８％） ４０８円
合計（10 円未満切捨て） ５，５００円

ど
う
や
っ
て
計
算
す
る
の
？

ど
れ
く
ら
い

料
金
が
あ
が
る
の
？

（２か 月 、 消 費 税 抜 ）

（２か 月 、 消 費 税 抜 ）

口径はメーター
蓋に明示されて
います。
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国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、
皆
さ
ん
が
病
気
や
け
が
を
さ
れ
た

と
き
に
必
要
な
給
付
を
行
い
、
安
心
な
生
活
を
送
る
た
め
に
設
け
ら

れ
た
相
互
扶
助
の
社
会
保
障
制
度
で
す
。

　
引
き
続
き
、
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る
健
全
な
事

業
運
営
を
図
る
た
め
、
平
成
27
年
度
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
の
税
率

を
引
き
上
げ
ま
す
。

　
　
国
保
の
財
源
は
？

　
国
民
健
康
保
険
の
財
源
は
、
加
入
者

が
納
め
る
国
民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）

の
ほ
か
に
国
・
県
か
ら
の
補
助
金
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

　
市
で
は
、
税
制
改
正
に
よ
る
課
税
限

度
額
の
引
き
上
げ
を
除
き
平
成
22
年
度

以
降
は
税
率
を
据
え
置
い
て
き
ま
し

た
。

  

　
医
療
費
は
県
内
上
位

　
主
な
歳
出
は
医
療
費
で
す
。

　
当
市
は
県
内
で
も
特
に
高
齢
化
率
が

高
く
、
ま
た
医
療
費
は
、
医
療
の
高
度

化
が
進
む
中
で
年
々
増
加
し
て
い
ま

平
成
27
年
度
か
ら
、

国
民
健
康
保
険
税
の

税
率
が
変
わ
り
ま
す

 

平
成
25
年
度
は
歳
入
不
足
に
…

　
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
平
成
25
年
度

は
、
歳
入
不
足
を
一
般
会
計
か
ら
の
借

り
入
れ
と
平
成
26
年
度
か
ら
の
※
繰
上

充
用
で
補
い
ま
し
た
。

　
平
成
26
年
度
に
つ
い
て
も
一
般
会
計

か
ら
の
借
り
入
れ
を
受
け
て
大
変
厳
し

い
国
保
事
業
を
運
営
し
て
い
ま
す
。

※
繰
上
充
用
と
は
、
会
計
年
度
（
４
月
１
日

～
３
月
31
日
）
経
過
後
に
歳
出
に
対
し
て
歳

入
が
不
足
し
た
場
合
は
、
翌
年
度
の
歳
入
で

そ
の
不
足
分
を
補
て
ん
す
る
こ
と
で
す
。

健康づくりに努め
医療費を抑制しましょう！

●毎年特定健康診査を受診し
、

　病気の早期発見・早期治療
を！

●ジェネリック医薬品（後発
医薬品）

　を利用しましょう！

安 心 し て 医 療 が受けられるために…
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H20 年度から…
保険給付費が、
約５億円増加している
にもかかわらず、
国保税は、
約５千万円減少

H20 年度から…
５．５万円増加
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国保税

保険給付費

す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
、
１
人

当
た
り
の
医
療
費
は
、
県
内
で
も
上
位

に
位
置
し
て
い
ま
す
。

険給付費と国保税の年度別推移

人当たり療養諸費費用額（医療費など）

保

一

　
国
保
税
は
、
加
入
者
の
負
担
能
力
に

応
じ
た
応
能
部
分
（
所
得
割
額
・
資
産

割
額
）
と
加
入
者
全
体
で
負
担
す
る
応

益
部
分
（
均
等
割
額・平
等
割
額
）
が
、

市
全
体
の
国
保
税
に
お
い
て
、
お
お
む

ね
50
：
50
と
な
る
よ
う
バ
ラ
ン
ス
を
と

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
現
在
、
県
内
で
算
定
方
式
に
資
産
割

額
を
含
め
て
い
る
市
は
当
市
の
み
と

な
っ
て
い
ま
す
。
県
内
の
他
市
と
の
算

定
方
式
を
そ
ろ
え
る
た
め
、
税
率
改
正

の
中
で
段
階
的
に
資
産
割
額
の
廃
止
を

行
い
ま
す
。

◯
今
後
の
削
減
予
定

　
・
平
成
27
年
度　
…

　
　
　
　
産
割
額
の
税
率
を
半
分
に

　
　
　
　
引
き
下
げ

　
・
平
成
28
年
度　
…

　
　
　
　
資
産
割
額
の
廃
止

  

安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る

  

よ
う
に
、
税
率
を
改
正
し
ま
す

　
現
在
の
国
保
税
の
税
率
で
は
、
皆
さ

ん
が
安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る
健

全
な
事
業
運
営
を
図
る
こ
と
が
困
難
で

す
。
こ
の
た
め
、
や
む
を
得
ず
税
率
を

引
き
上
げ
る
改
正
を
行
い
ま
す
。

　
加
入
者
の
皆
さ
ん
に
は
、
こ
れ
ま
で

以
上
の
税
負
担
を
お
願
い
す
る
こ
と
と

 

運
営
主
体
が
県
へ
移
る
た
め
、

 

他
市
と
税
率
の
算
定
方
式
を

 

そ
ろ
え
ま
す

　
国
保
の
運
営
主
体
は
、
将
来
的
に
は

県
へ
移
行
す
る
予
定
で
す
。

○国民健康保険の制度や給付に関すること
　　 保険年金課　 （25）8137

○国民健康保険税の内容や計算に関すること
　　 税務課　 （25）8116

※（　）内は平成 26 年度の税率・税額です。
※課税限度額は、税制改正により引き上げが 　　
　予定されています。

保険税はいく
らになるのか
なぁ・・・？

　
一
例
を
お
示
し
し
て
、

　
　
　
　
ご
説
明
し
ま
す
。

　
ま
ず
、
国
保
税
は
、
世
帯
で

加
入
さ
れ
て
い
る
人
数
や
年

齢
、
加
入
者
の
所
得
と
固
定
資

産
税
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
る
た

め
、
今
回
の
税
率
改
正
に
よ
る

影
響
は
全
て
の
世
帯
で
同
じ
と

は
限
り
ま
せ
ん
。

　　
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
世
帯

を
想
定
し
て
保
険
税
を
算
定
し

て
み
る
と
・
・
・

【
世
帯
状
況
】

（
加
入
者
）　
40
歳
代
夫
婦
と

　
　
　
　
　
　
子
ど
も
２
人

（
所
得
金
額
）　　
３
０
０
万
円

（
固
定
資
産
税
額
）　　
５
万
円

改
正
前
（
平
成
26
年
度
）
は
、

　
４
０
６
，
４
０
０
円

改
正
後
（
平
成
27
年
度
）
は
、

　
４
７
９
，
０
０
０
円

と
な
り
、
７
２
，
６
０
０
円
の

増
額
と
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
一
例
で

す
。
各
世
帯
の
状
況
に
よ
り
異

な
り
ま
す
。

な
り
ま
す
が
、
財
政
の
厳
し
い
状
況
を

ご
理
解
い
た
だ
き
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

項　目 項目の説明
医療給
付費分

後期高齢者
支援金分

介護納
付金分

0 歳以上 75 歳未満 40 歳以上
65 歳未満

所　得
割　額

加入者の前年
の所得

（総所得金額等－
33 万円）
に応じて算出

6.8…％
（5.3％）

1.9…％
（1.5％）

2.0…％
（1.4％）

資　産
割　額

加入者の当該
年度の
固定資産税額

（土地・家屋）
に応じて算出

10.0…％
（20.0％）

3.5…％
（7.0％）

3.5…％
（7.0％）

均　等
割　額

加入者 1 人あ
たりの額

25,900円
（23,800円）

7,400 円
（6,800円）

9,800 円
（9,000円）

平　等
割　額

1 世帯あたり
の額

20,800円
（19,400円）

6,000 円
（5,600円）

5,400 円
（5,200円）

課　税
限度額 ５１万円 １６万円 １４万円

成 27 年度　国民健康保険税　税率平
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２月２日月   ～３月16日月

所得税の申告

贈与税の申告

▼申告が必要な方

▼申告が必要となる主な方

▼譲渡所得の確定申告

◯平成 26年中の所得の合計が、基礎控除、配偶者控
除、扶養控除などの所得控除の合計額を超える方
◯給与所得がある方で次のいずれかに該当する方

①給与収入金額が 2,000 万円を超える
②給与を一か所から受けていて、各種の所得金額（給
与所得、退職所得を除く）との合計額が 20 万円を
超える
③給与を二か所以上から受けていて、年末調整をさ
れなかった給与の収入金額と、各種の所得金額（給
与所得、退職所得を除く）との合計額が 20 万円を
超える。
※①～③以外の方にも、申告が必要な場合があります。

　贈与税は個人からの財産を譲り受けたときに発
生する税金で、課税の方法には、「暦年課税」と「相
続時精算課税」の 2 つがあります。
【暦年課税】…
　一人の人が 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1
年間に譲り受けた財産の合計額から基礎控除の
110 万円差し引いた残りの額に対してかかりま
す。したがって、1 年間のもらった財産の合計額
が 110 万円以下なら贈与税はかかりません。（こ

の場合、贈与税の申告は不要です）
【相続時精算課税】…
　一定の要件に該当する場合に選択することがで
きます。相続時精算課税を選択した場合、贈与を
受けた財産の価格から特別控除額を控除した残額
に対して贈与税がかかります。
　なお、相続時精算課税制度を適用し特別控除額
を控除するためには、期限内（3 月 16 日）に贈
与税の申告が必要です。

※①、②以外の方で、医療費控除等により所得税の還付
を受ける方は、確定申告が必要です。
※給与所得者の還付申告などの簡易な申告は、市役所で
も受け付けています。
　ただし、次に該当する方は今津税務署で申告してくだ
さい。
　・（特定増改築等）住宅借入金等特別控除を受ける方
　・土地や株などの譲渡所得がある方
　・初めて事業所得の申告をされる方
　・青色申告をされる方
　・その他、損失の繰越控除など複雑な申告をされる方

　土地、建物、株式、金地金等の資産を売却した際に、譲渡益が生じている場合に
は、譲渡所得として所得税の課税の対象となります。
　また、平成 24・25 年分の確定申告で「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
の特例」の適用を受けるための手続きをされている方は、平成 26 年中に株式等の
譲渡がなかった場合でも、平成 26 年分の確定申告書の提出が必要です。

開　催　日 会　　場 受付時間
２月５日（木） 安曇川公民館 ９時～11時30分

13時～15時30分

２月６日（金）
マキノ支所 ９時～11時30分朽木支所

２月９日（月） 高島支所 ９時～11時30分
13時～15時30分

２月10日（火） 今津支所 ９時～11時30分
２月12日（木） 市役所本庁 ９時～11時30分

　平成 26 年分農業所得の収支内訳書を作成していただ
くための相談会を次の日程で開催します。申告期間中は
大変混み合いますので、ぜひこの機会をご利用ください。

▼次のものをお持ちください。
・平成 26 年分収支内訳書の控え
（内容ごとに集計し、収支内訳書の控に下書きをしてお
いてください。）
・収支内訳書を作成するために集計した帳簿類
・平成 25 年分（前年分）収支内訳書の控
・筆記用具、電卓

農
業
収
支
の
事
前
相
談
会

̩̖̭̩̖̭̩̖̭̩̖̭税の申告 がはじまります
平成 26 年分

税務課　 （25）8116　今津税務署　 （22）2561

申告期間 ２月16日月   ～３月16日月

市民税・県民税の申告

　平成 27年度（平成 26年分）の市民税 ･県民
税の申告と平成 26年分の所得税および復興特別
所得税（所得税等）の確定申告が始まります。
　申告期間中の各会場の受付曜日は右の表のとお
りです。ご都合の良い日、会場をご利用ください。

▼申告が必要な方 ▼申告に必要なもの

●印が受付日です。

８時 30分～ 11時 30分
13時～ 16時 30分受付時間

曜…日 月 火 水 木 金会場
 市役所税務課 ● ● ● ● ●
 マキノ支所 ● ●
 今津支所 ● ● ●
 朽木支所 ● ●
 安曇川公民館 ● ● ●
 高島支所 ● ●

平成 26年現在、高島市に居住されている方。
ただし、次の方を除きます。
①所得税の確定申告を提出した方。
②前年中の所得が給与所得のみで、年末調整を済
ませている方（勤務先から給与支払報告書のあっ
た方に限ります。）

※平成 23 年分の所得申告から、公的年金等の収入金額
が４００万円以下であり、公的年金等に係る雑所得以外
の所得金額が 20 万円以下の場合は、その年分の所得税
等の確定申告等は必要ありません。しかし、市民税・県
民税の申告は必要になりますのでご注意ください。
※所得が全くない方でも、国民健康保険や後期高齢者医
療保険などに加入されている方は申告が必要です。また、
介護保険、福祉医療、高額医療の申請をされる方や国民
年金の免除申請等をされる方についても申告が必要とな
る場合がありますので、申告期間中に申告してください。
※所得証明が必要な方は、申告をされていないと発行で
きません。

◯申告書用紙（昨年申告された方）
◯印鑑
◯給与所得者
　　　➡　給与所得の源泉徴収票
◯公的年金の受給者
　　　➡　公的年金等の源泉徴収票
◯生命保険料や地震保険料など
　　　➡　支払金額の証明書
◯国民年金保険料・国民年金基金
　　　➡　支払金額の証明書（控除証明書）
◯国民健康保険税（料）および後期高齢医療保険料や

介護保険料の納付金額が確認できる資料
◯医療費控除を受けようとされる方は、平成 26 年

中に支払った医療費の領収書
あらかじめ集計し、支払先が多い場合は「医療費
の明細書」を作成してください。

◯事業所得者
　　　➡　決算書（収支内訳書）
　 営業や農業による収入がある方は、あらかじめご

自分で決算書（収支内訳書）を作成したうえで申
告にお越しください。

◯所得税の還付申告をされる方は、預金通帳口座番
号（申告者名義のもの）

◯その他（申告の内容により必要な書類があります。）

　平成 26 年中に国民健康保険税、後期高齢者医療保険
料、介護保険料を普通徴収で納められた方に、納付額を
記載した ｢確定申告用納付確認書（介護保険料は ｢介護
保険料納付証明書｣）｣ を１月下旬に送付しています。

確定申告に必要です。
大切に保管してください。

▼申告に必要なもの
◯申告書用紙（昨年申告された方）

　　　➡　給与所得の源泉徴収票

　　　➡　公的年金等の源泉徴収票

お知らせ拡大版

◯公的年金受給の方で、
　次のいずれかに該当する方

①公的年金の収入が 400 万円を超える
②公的年金以外の所得が 20 万円を超える
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策
定
の
経
緯

　
平
成
25
年
９
月
に
「
い
じ
め
防
止
対

策
推
進
法
」
が
施
行
さ
れ
、
10
月
に
は

国
の
「
い
じ
め
防
止
基
本
方
針
」
が
策

定
さ
れ
ま
し
た
。

　
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
第
12
条
に

は
「
地
方
公
共
団
体
は
、
い
じ
め
防
止

基
本
方
針
を
参
酌
（
＝
参
考
に
し
て
長
所
を

取
り
入
れ
る
こ
と
。）
し
、
そ
の
地
域
の
実

情
に
応
じ
、
当
該
地
方
公
共
団
体
に
お

け
る
い
じ
め
の
防
止
等
の
た
め
の
対
策

を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た

め
の
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
地
方
い

じ
め
防
止
基
本
方
針
」
と
い
う
。）
を

定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。」

　
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本

市
に
お
い
て
も
、
い
じ
め
問
題
に
対
応

し
て
い
く
た
め
、「
高
島
市
い
じ
め
防

止
基
本
方
針
」
を
定
め
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

　
　
特　
色

　
高
島
市
い
じ
め
防
止
基
本
方
針
の
特

色
と
し
て
、
中
江
藤
樹
先
生
の
教
え
や

「
お
互
い
さ
ま
」、「
お
か
げ
さ
ま
」
の

心
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
高
島
市
の
子

ど
も
た
ち
が
心
身
と
も
に
、
健
康
に
成

長
し
て
い
け
る
よ
う
、
い
じ
め
問
題
の

克
服
を
目
指
し
た
取
り
組
み
を
推
進
し

て
い
く
姿
勢
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
い
じ
め
問
題
は
主
に
小
中
学
校
で
起

こ
る
問
題
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
い
じ
め
防
止
の

手
立
て
と
し
て
、子
ど
も
が
最
も
成
長・

発
達
し
、
人
間
と
し
て
の
基
礎
が
形
成

さ
れ
る
極
め
て
重
要
な
時
期
で
あ
る
乳

幼
児
期
に
も
着
目
し
て
い
ま
す
。
保
護

者
お
よ
び
乳
幼
児
に
対
し
保
育・教
育・

子
育
て
の
一
連
の
営
み
の
中
で
支
援
し

　
高
島
市
で
は
、
い
じ
め
の
な
い
社
会
・
地
域
を
目
指
し
て
「
高

島
市
い
じ
め
防
止
基
本
方
針
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　
高
島
市
い
じ
め
防
止
基
本
方
針
は
、
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法

の
規
定
や
、国
の
「
い
じ
め
の
防
止
等
の
た
め
の
基
本
的
な
方
針
」

の
内
容
、
児
童
福
祉
法
等
の
理
念
や
目
的
等
を
踏
ま
え
、
い
じ
め

の
防
止
等
（
い
じ
め
の
防
止
、
い
じ
め
の
早
期
発
見
お
よ
び
い
じ

め
へ
の
対
処
を
い
う
。）
の
た
め
の
対
策
を
総
合
的
か
つ
効
果
的

に
推
進
す
る
た
め
に
定
め
た
も
の
で
す
。

　
な
お
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を

い
た
だ
く
た
め
、昨
年
10
月
10
日
（
金
）

か
ら
11
月
10
日
（
月
）
ま
で
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。

子育て支援課　 （25）8136
　学校教育課　　 （32）4471

て
い
く
こ
と
や
、
乳
幼
児
期
に
発
達
の

筋
道
に
沿
っ
て
成
長
す
る
た
め
に
必
要

と
な
る
乳
幼
児
保
育
・
教
育
を
実
践
す

る
た
め
、
保
護
者
や
地
域
と
共
に
市
の

乳
幼
児
保
育
・
教
育
内
容
の
充
実
に
努

め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、早
期
発
見
の
手
立
て
と
し
て
、

児
童
生
徒
や
保
護
者
に
対
し
て
い
じ
め

に
関
す
る
相
談
窓
口
を
確
保
し
、
身
近

に
相
談
で
き
る
環
境
づ
く
り
に
よ
る
家

庭
教
育
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
充
実
に
努

め
ま
す
。

　
そ
し
て
、
家
庭
や
地
域
、
関
係
機
関

と
の
連
携
と
し
て
、
学
校
や
家
庭
以
外

で
児
童
生
徒
が
直
接
関
わ
る
機
会
の
あ

る
団
体
の
協
力
や
連
携
と
い
っ
た
支
援

体
制
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

「高島市いじめ防止基本方針」
は市のホームページからご覧い
ただけます。また、市役所子育
て支援課、各支所および新旭振
興室では文書でもご覧いただけ
ます。

「高島市いじめ防止基本方針」
を策定しました
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学
校
、
家
庭
、
地
域
、
市

一
体
と
な
っ
て
い
じ
め
対
策

に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う

　
い
じ
め
は
、
い
じ
め
を
受
け
た
児
童

生
徒
の
教
育
を
受
け
る
権
利
を
著
し
く

侵
害
し
、
心
身
の
健
全
な
成
長
お
よ
び

人
格
の
形
成
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る

だ
け
で
な
く
、
生
命
や
身
体
に
重
大
な

危
険
を
生
じ
さ
せ
る
恐
れ
の
あ
る
も
の

で
す
。

　
い
じ
め
は
主
に
学
校
で
起
こ
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
学
校
以
外

で
も
子
ど
も
た
ち
が
普
段
関
わ
り
を
持

っ
て
い
る
団
体
や
友
人
関
係
、
地
域
活

動
の
中
で
も
起
こ
り
得
る
も
の
で
す
。

子
ど
も
た
ち
が
抱
え
て
い
る
悩
み
や
し

ん
ど
さ
を
発
見
し
、
ま
た
、
子
ど
も
た

ち
が
相
談
し
や
す
い
環
境
を
作
り
出
す

こ
と
が
、
い
じ
め
の
防
止
・
い
じ
め
の

早
期
発
見
・
い
じ
め
の
早
期
解
決
に
つ

な
げ
る
た
め
に
も
重
要
と
な
り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
に
は
、学
校
だ
け
で
な
く
、

家
庭
や
地
域
、
子
ど
も
た
ち
の
側
に
い

る
大
人
が
子
ど
も
た
ち
を
見
つ
め
、
子

ど
も
た
ち
の
変
化
を
見
過
ご
さ
な
い
こ

と
が
大
切
で
す
。
高
島
市
の
子
ど
も
た

ち
が
、
心
身
共
に
健
や
か
に
成
長
で
き

る
よ
う
に
、
学
校
、
家
庭
、
地
域
、
市

が
一
体
と
な
っ
て
い
じ
め
問
題
対
策
に

取
り
組
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
い
じ
め
っ
て

　
　
　
ど
う
い
う
も
の
？

　
い
じ
め
の
具
体
的
な
例
は
こ
の
よ
う

な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

・
冷
や
か
し
や
か
ら
か
い
、
悪
口
や
脅

し
、
嫌
な
こ
と
を
言
わ
れ
る
。

・
仲
間
外
れ
に
さ
れ
る
、
集
団
で
無
視

を
さ
れ
る
。

・
ぶ
つ
か
ら
れ
た
り
、
遊
ぶ
ふ
り
を
し

て
叩
か
れ
る
・
蹴
ら
れ
る
。

・
金
品
を
要
求
さ
れ
る
。

・
金
品
を
隠
さ
れ
る
、
盗
ま
れ
る
、
壊

さ
れ
る
、
捨
て
ら
れ
る
な
ど
。

・
嫌
な
こ
と
・
恥
ず
か
し
い
こ
と
・
危

険
な
こ
と
を
さ
れ
た
り
、
さ
せ
ら
れ

た
り
す
る
。

・
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
等
で
、
誹
謗

中
傷
を
さ
れ
る
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
る
い
じ
め
）

　
こ
こ
に
挙
げ
た
例
は
一
部
で
す
が
、

個
々
の
行
為
が
「
い
じ
め
」
に
あ
た
る

か
ど
う
か
は
、
い
じ
め
ら
れ
た
子
ど
も

た
ち
、
児
童
生
徒
の
立
場
に
立
っ
て
判

断
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

就職活動の前に市内企業の魅 力 を知ってみませんか

　現在求職中の方や、平成 27 年春・平成 28 年春卒業予定の大学生・専門学
生の方などで高島市での就職をお考えの方と、人材を求める市内企業の出会い
の場として、「びわ湖たかしま就職フェア」を開催します。
　今回のフェアは平成 28 年３月大学等卒業予定者（現大学３回生等）への広
報活動解禁直後に開催することで、いち早く市内企業の魅力をお知らせし、選
考のきっかけとしていただくことを目的として開催します。地元高島の企業に
ついて知っていただけるまたとないチャンスです。
　ご友人・ご家族等お誘いあわせの上、ぜひご来場ください。

※当日公開されている求人情報は、中途採用・平成 27 年春採用の情報となります。平成 28
年３月大学等卒業予定者を対象とした求人情報は、平成 27 年８月からの開示になります。

12 時～ 16 時
事業所ごとにブースを設け、事業の紹介や、
製品・商品のＰＲを行います。定住相談や就
農相談コーナーも開設する予定です。

13 時～ 16 時
市内企業が各社順番に説明やＰＲを行
います。市内のいろいろな企業を知っ
ていただけます。出入りは自由です。

参加無料・
事前予約不要

高島市観光物産プラザ
▼会場

12 時～ 16 時
３月１日 日

商工振興課　 （25）8514
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市民協働課
　 （25）8526

市民協働課　 （25）8526

　
自
治
会
（
区
・
町
内
会
な
ど
）
は
、

地
域
に
住
む
人
た
ち
が
と
も
に
支
え
あ

い
な
が
ら
、
住
み
よ
い
地
域
づ
く
り
を

行
う
た
め
に
自
主
的
に
組
織
さ
れ
て
い

る
団
体
で
す
。

　
現
在
、
市
内
に
は
２
０
４
の
自
治
会

が
あ
り
ま
す
。

　
自
治
会
で
は
、
防
災
・
防
犯
活
動
、

お
祭
り
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
、

地
域
福
祉
、
環
境
美
化
な
ど
の
さ
ま
ざ

ま
な
活
動
を
行
い
、
住
民
同
士
の
交
流

と
連
携
を
深
め
て
い
ま
す
。

　
自
治
会
へ
の
加
入
は
自
由
で
す
が
、

各
自
治
会
で
は
、
会
費
な
ど
を
寄
せ
合

っ
て
ご
み
カ
ゴ
や
防
犯
灯
を
整
備
す
る

な
ど
、
日
々
の
暮
ら
し
に
不
可
欠
な
活

動
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
自
治
会
活
動
は
、
あ
な
た
の
日
々
の

暮
ら
し
に
つ
な
が
る
ま
ち
づ
く
り
活
動

で
す
。

　
ぜ
ひ
、
自
治
会
に
加
入
し
て
住
み
よ

い
地
域
づ
く
り
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　市では、自治会が行うまちづくり活動について「みんなで創
るまちづくり交付金」を交付しています。各自治会では、この
交付金を活用して住みよい地域づくりのための活動に取り組ま
れています。

　地域づくりのために交付される宝
くじの助成金を受け、針江区（新旭）
では和太鼓の整備が行われました。
　この事業はコミュニティ活動の健
全な発展を図るとともに宝くじの普
及広報活動を行うもので、コミュニ
ティ活動に必要な施設や備品の整備
に助成されます。

　今後も、みんなでアイデアや力
を出し合い、心がかよい合う地域
づくりにつなげていきましょう。

地
域
で
支
え
あ
い
、
住
み
よ
い
ま
ち
へ

自
治
会
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

　 自治会活動を応援しています
みんなで創るまちづくり交付金

集会所の

バリアフリー化

災害用井戸の
設置

地域のシンボル
石窯づくり

除草・清掃作業

消費生活出前講座

高島市屋外広告物条例 を 施行します
　市では、平成 27 年４月１日から高島市屋外広告物条例を施行します。
　これまで運用していた滋賀県屋外広告物条例とは以下の点が大きく変わります。
　屋外広告物を掲出されている方または掲出しようとする方は、規制内容を確認いただき、
許可が必要な場合は、都市計画課に許可申請書を提出してください。
　高島の良好な景観を形成するため、皆さんのご協力をお願いします。

【屋外広告物条例とは】
　屋外広告物とは、文字、イラスト、写真およびシンボルマークなどを、常時または一定期間継続して、
屋外で公衆（不特定多数）に対して表示されるものを指します。
　この条例は、良好な景観の形成、風致の維持、または公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物の
表示や掲出物件の設置、およびこれらの維持について必要な規制を行うものです。

都市計画課　 （22）0904

▼主な変更点
滋賀県条例（現行） 高島市条例

適用区域 都市計画区域内 高島市全域

地域地区 禁止地域と許可地域 第１種～第４種地域

自家用野立広告物
の高さの規制

・禁止地域　
　10 ｍ以下
・許可地域
　20 ｍ以下

（住居系用途地域は 10 ｍ以
下）

・第 1種地域
　5 ｍ以下
・第２種地域
　20 ｍ以下
・第３種、４種地域
　10 ｍ以下

案内図板の
規制

・禁止地域
　高さ≦ 4.5 ｍ、面積≦ 3㎡
・許可地域
　高さ≦ 4.5 ｍ、面積≦ 5㎡

・第 1種地域
　高さ≦ 3 ｍ、面積≦ 1㎡
・それ以外の地域
　高さ≦ 3 ｍ、面積≦ 3㎡

色彩と発光の
規制 規制なし

第 1種地域
・色彩
　マンセル値※ 1 による彩度 8 以下

 ( ※ 1) マンセル値とは、色を色相、明度、彩度
　　　 　に分けて数値表現した体系。
・発光
　可変式照明を用いた電光掲示板等を禁止

管理用看板の適用除外 ５㎡以内は適用除外 １㎡以内は適用除外

４月１日
施行



救急救命士の

処置範囲が

拡大されました

高
島
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
会
の
紹
介

　
こ
れ
ま
で
、
救
急
救
命
士
が
行

う
救
命
処
置
は
、
心
臓
や
呼
吸
が
止
ま

っ
た
傷
病
者
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
法
の
改
正
に
よ
り
平
成
26
年
４
月

１
日
か
ら
心
臓
や
呼
吸
が
止
ま
る
前
の

傷
病
者
に
対
し
て
行
う
処
置
が
追
加
さ
れ
ま

し
た
。
高
島
市
で
も
認
定
を
受
け
た
救
急
救

命
士
が
平
成
26
年
11
月
１
日
か
ら
運
用
を
開

始
し
て
い
ま
す
。

　
高
島
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
は
、
地
域
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
を
図
る
こ
と
を
目

的
に
、高
島
市
教
育
委
員
会
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
に
携
わ
る
市
内
35
人
に
委
嘱
さ
れ
、

ス
ポ
ー
ツ
事
業
の
企
画
・
運
営
、
行
政
や
各
団
体
と
市
民
を
つ
な
ぐ
調
整
役
や

ス
ポ
ー
ツ
の
実
技
指
導
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
日
頃
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
と
し
て
の
力
量
を
高
め
な
が
ら
、
ス
ポ
ー
ツ

推
進
に
多
方
面
か
ら
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。　

平
成
25
年
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委

員
の
活
動
の
一
つ
と
し
て
、
高
島
市

の
四
季
折
々
の
自
然
に
触
れ
な
が

ら
、
老
若
男
女
が
参
加
し
て
い
た
だ

け
る
「
里さ
と
湖う
み
で
地
域
を
結
ぶ
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
」
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
。

　
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
運
動
不

足
に
な
り
が
ち
な
日
々
、
誰
も
が
、

い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
い
つ
ま
で

も
楽
し
み
な
が
ら
運
動
習
慣
を
身
に

つ
け
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
通
じ
て
、
人
と

の
ふ
れ
あ
い
を
大
切
に
し
な
が
ら
市

民
誰
も
が
健
康
の
向
上
に
取
り
組
ん

で
い
た
だ
き
、
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く

り
に
つ
な
げ
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て

い
ま
す
。

里さ
と
湖う
み
で
地
域
を
結
ぶ

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

　
救
え
る
命
を
救
う
た
め
に
、
救
急
救
命
士

の
活
動
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
実
施
す
る
場
合
は
、
医
師
か
ら
の
具
体
的

な
指
示
の
下
に
行
い
ま
す
。

消
防
本
部
警
防
課　

（
２
２
）５
４
０
２

高
島
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
会

　
（
市
民
ス
ポ
ー
ツ
課
内
）　

　

（
３
２
）
４
４
５
９

◎
追
加
さ
れ
た
処
置

◯
心
肺
機
能
停
止
前
の
静
脈
路
確
保
と
輸

液
（
点
滴
）

◯
血
糖
値
測
定
と
低
血
糖
発
作
症
例
へ
の

ブ
ド
ウ
糖
溶
液
の
投
与

◎
期
待
さ
れ
る
効
果

　
心
肺
機
能
停
止
前
の
重
症
な
傷
病
者
に
対

し
て
、
早
く
処
置
を
行
う
こ
と
で
、
症
状
の

悪
化
防
止
や
改
善
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　
他
に
も
地
域
に
出
向
き
、
ス
ポ
ー

ツ
活
動
の
サ
ポ
ー
ト
も
始
め
て
い
ま

す
。

　
来
年
度
も
継
続
し
て
実
施
予
定
で

す
の
で
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
と
一

緒
に
楽
し
く
ス
ポ
ー
ツ
を
し
ま
し
ょ

う
。

第１回　新旭　　３月 23 日（日）
第２回　今津　　４月 27 日（日）
第３回　朽木　　５月 25 日（日）
第４回　マキノ　６月 22 日（日）
　　　　　　　　　雨天中止
第５回　安曇川　９月 28 日（日）
第６回　高島　  10 月 26 日（日）
第７回　新旭　  11 月 23 日（日）

平成 26年度に実施した
里湖で地域を結ぶウォーキング

マ
キ
ノ

饗庭　喜浩
朽　
木

尾中　一彦
高　
島

田中　孝夫
井花　春美 河合　広雄 田中　　亨
山腰　与一 武田　基裕 中村　久昭
志連　正明 岸本　泰子 堤　千賀子
中村真由美

安
曇
川

田邊　栄美子 木津　紘子

今　
津

山本　　渉 青井　美幸

新　
旭

川島　浩之
松本　貴志 小島　　睦 川口　めぐみ

早川　眞由美 梅村　誠一郎 井保　竜也
高田　ゆかり 早藤　納 大江　　大
奥村　竜二 大久保美千代 清水　佳治

川原林　祐子 井上　幸子 足立久美子
伊﨑　一朗 梅村　晶子

▼高島市スポーツ推進委員の紹介

こ
れ
ま
で
、
救
急
救
命
士
が
行

う
救
命
処
置
は
、
心
臓
や
呼
吸
が
止
ま

っ
た
傷
病
者
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
法
の
改
正
に
よ
り
平
成
26
年
４
月

平成 26年度に実施した
里湖で地域を結ぶウォーキング
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駅
前
市
営
駐
車
場
を
一
時
閉
鎖
し
ま
す

　駅前５駐車場で
　有料化工事を行います！
　４月から下図の５つの駅前市営駐
車場を有料の一時利用駐車場としま
す。このことに伴う整備工事のため、
一定期間閉鎖します。ご不便をおか
けしますがよろしくお願いします。

  近江高島駅前第２駐車場を
  閉鎖します！
３月 15 日で近江高島駅第２駐車場
を閉鎖します。

【閉鎖期間】２月上旬～３月末

交通対策課　 （22）0058

[ 新旭駅 周辺駐車場 ]

第２駐車場
４月から有料化

第１駐車場
４月から有料化

観光物産
プラザ

新旭駅

[ 安曇川駅 周辺駐車場 ] 

第２駐車場
４月から一時有料化

第３駐車場
４月から有料化

安曇川駅

駅前交番

[ 近江高島駅 周辺駐車場 ]
第２駐車場

３月15日閉鎖

近江高島駅
高島市民病院

第１駐車場
４月から有料化

※各駐車場の実際の閉鎖期間については、
　駐車場入口の看板をご確認ください。

▼近江高島駅前第２駐車場は、４月
から駐車場運営会社が引き続き運営
される予定です。

　正常な経過をたどっていても、妊娠・分娩はど
の方にもリスクが伴います。そのため、医師と連
携しながら診察させていただきます。
　妊婦健診に来られた妊婦さんへの助産師の保健
指導は従来どおり継続させていただきます。
　妊娠・出産は女性の一生の一大イベントです。
元気な赤ちゃんを安全にそして安心して出産して
いただくためのお手伝いをさせていただきます。
　詳しくは、病院ホームページや産婦人科外来看
護師にお問い合わせください。

　「助産師外来」とは助産師が行う妊婦健診のこ
とです。
   高島市民病院の熟練した助産師がきめ細やかな
サービスで皆さんをサポートします。

します

Ｑ 1　どのような人が利用できるの？
正常な経過をたどられている方で医師の許
可が出た方です。

Ｑ 2　健診内容は？
医師の健診と同じ内容です。超音波では赤
ちゃんの向きや動きを見ます。

Ｑ 3　いつどこでするの？
産婦人科外来です。
金曜日の午後からお一人あたり 30 分の完
全予約にさせていただきます。

Ｑ 4　健診料金はいくらですか？
通常の健診料金と同じです。
妊婦健康診査受診票が使えます。

17 2015. ２月号

助産師外来の様子

４Ｄ外来も行っています

高島市民病院　 （36）0220（代表）


